
 

２０２６年４月１０日 
各位 

京都信用金庫 
 

京都信用金庫アプリ利用規約改定のお知らせ 

 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
当金庫は「京都信用金庫アプリ利用規約」を下記の通り改定しますので、お知らせいたします。 
なお、改定後の規定は、既にお取引をいただいているお客様にも適用いたします。 
    

記 
 
１．規定の改定日 
  ２０２６年５月１３日（水） 
 
２．改定する規定（規定名をクリックすると改定後の規定をご覧いただけます。） 
  ・京都信用金庫アプリ利用規約 
 
３．主な改定内容（改定部分を下線表示） 

改定前 改定後 

第７条 本サービスの内容 

 

利用者は、本アプリ又は本アプリから遷移した

当金庫の指定するサイトで、次のサービスを利

用することができるものとします。なお、本サ

ービスに関する通知、交付又は送付する書類に

ついては、届出の氏名、住所にあてて郵送する

ことに代えて、本アプリ又は利用者が登録した

メールアドレスにメールを送信することをもっ

て、通知する場合があります。 

 

（以下略） 

第７条 本サービスの内容 

 

利用者は、本アプリ又は本アプリから遷移した

当金庫の指定するサイトで、次のサービスを利

用することができるものとします。利用できる

口座は主として「メイン口座」とし、「サブ口

座」や「他金融サービス口座」で利用できるサ

ービスは、以下の「口座情報取得サービス」な

どに限定されるものとします。また、「メイン

口座」の登録は 1 人 1 店舗に限るものとしま

す。なお、本サービスに関する通知、交付又は

送付する書類については、届出の氏名、住所に

あてて郵送することに代えて、本アプリ又は利

用者が登録したメールアドレスにメールを送信

することをもって、通知する場合があります。 

 

（以下略） 

 
以 上 

https://www.kyoto-shinkin.co.jp/policy_rules/pdf/bankappkiyaku-new.pdf

